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第１章 基本方針 

 

 

 

１  医師確保計画策定の趣旨 

 医師の偏在は、地域間、診療科間のそれぞれにおいて、長きにわたり課題

とされてきました。 

 そこで国では、医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会におい

て、早急に対応する必要のある実効的な医師偏在対策について、法改正が必

要な事項も含め検討を行い、平成 29 年（2017 年）12 月に第２次中間取

りまとめを公表しました。 

 そして、平成 30 年（2018 年）３月には、第２次中間取りまとめで示さ

れた具体的な医師偏在対策を踏まえた、「医療法及び医師法の一部を改正す

る法律案」が第 196 回通常国会に提出され、同年７月に成立しました（以

下「改正法」という。）。 

 改正法に基づき、全国ベースで三次医療圏ごと及び二次医療圏ごとの医師

の多寡を統一的・客観的に比較・評価した指標（以下「医師偏在指標」とい

う。）が算定され、都道府県においては、三次医療圏間及び二次医療圏間の

偏在是正による医師確保対策等を、医療計画の中に新たに「医師確保計画」

として策定することが求められているものです。 

 

２ 計画の全体像 

 医 師 確 保 計 画 で は 、 厚 生 労 働 省 令 に 示 さ れ た 算 定 方 法 に よ り 算 定 さ

れ る 医 師 偏 在 指 標 に 基 づ き 、 二 次 医 療 圏 の う ち か ら 医 師 少 数 区 域 ・ 医

師多数区域を設定します。 

 ま た 、 設 定 し た 区 域 に 応 じ て 、 二 次 医 療 圏 ご と に 医 師 確 保 の 方 針 及

び目標医師数、目標医師数を達成するために必要な施策を定めます。 

 同 様 に 、 三 次 医 療 圏 に つ い て も 医 師 少 数 都 道 府 県 や 医 師 多 数 都 道 府

県を設定し、医師確保の方針、目標医師数及び施策を定めます。 

 

３ 本県における計画の策定内容 

 本 県 は 、 医 師 少 数 県 と し て 位 置 づ け ら れ て い る こ と か ら 、 医 師 少 数

県 か ら 脱 す る こ と を 目 標 と し て 、 医 師 の 増 加 と 地 域 偏 在 の 是 正 に 向 け

た計画を策定することとします。 

 

４ 医療圏の設定等 

 秋 田 県 医 療 保 健 福 祉 計 画 の 基 本 的 な 単 位 は 、 二 次 医 療 圏 （ 図 1-1）

で あ る な ど の 理 由 か ら 、 本 計 画 中 に お け る 二 次 医 療 圏 に つ い て も 同 様

の区分とします。 

第 １ 節  計 画 策 定 の 目 的  
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 この医師確保計画は、医療法第 30 条の 4 に基づき、平成 30 年 3 月に

策 定 し た 秋 田 県 医 療 保 健 福 祉 計 画 中 に 、 秋 田 県 医 師 確 保 計 画 と し て 位 置

づけられます（図 2-2）。 

 本計画の策定に伴い、秋 田県 医 療 保 健 福祉 計 画 における「医師不足・偏在

改善計画」とあるものは、「秋田県医師確保計画」と読み替えるものとしま

す。 

 

図1-1 県内 の二 次医 療圏             図1-2 医療計 画の 位置 づけ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 ２ 節  計 画 の 位 置 づ け  
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 この計画の計画期間は、令和２年度から令和５年度までの４年間とし、以降

３年ごとに医師確保計画の実施・達成を積み重ねるとともに、見直しを行い、

令和 18 年までに医師偏在是正を達成することを長期的な目標とします。 

 

図 1-3  計 画 の 全 体 像  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 ３ 節  計 画 期 間  
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１  県内の医師数の推移 

 本県の医師数は、平成 30 年末現在で 2,413 人であり、増加傾向には

ありますが、人口 10 万人当たりでは 246.1 人と、全国平均の 258.8 人

を 大 き く 下 回 っ て い ま す 。 全 国 と の 格 差 は な か な か 縮 ま っ て お ら ず 、

医師の絶対数の確保が必要となっています。 

 少 子 高 齢 化 が 急 速 に 進 ん で い る 本 県 に お い て は 、 産 婦 人 科 、 小 児

科 、 麻 酔 科 等 の 特 定 の 診 療 科 の み な ら ず 、 内 科 、 整 形 外 科 、 外 科 、 眼

科をはじめ、ほぼ全ての診療科で、医師不足となっています。 

 

表 1-1 医 師数 の推 移               （ 単 位:人）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 ：厚 生労 働省 「 医師 ・歯 科医 師・ 薬 剤師 調査(統 計 ）」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 節  秋 田 県 の 現 状  

全国 対全国平均

医師数 人口10万対 (人口10万人対) （％）

平成10年末 2,127 177.1 196.6 90.1%

12年末 2,155 181.2 201.5 89.9%

14年末 2,217 188.5 206.1 91.5%

16年末 2,239 193.2 211.7 91.3%

18年末 2,278 200.9 217.5 92.4%

20年末 2,307 208.2 224.5 92.7%

22年末 2,320 213.6 230.4 92.7%

24年末 2,308 217.1 237.8 91.3%

26年末 2,355 227.1 244.9 92.7%

28年末 2,384 236.0 251.7 93.8%

30年末 2,413 246.1 258.8 95.1%

秋田県
区　分

2,127
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2,217
2,239

2,278 2,307 2,320 2,308
2,355

2,384

2,413
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246.1
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２ 医師の年齢構成・平均年齢の推移 

 平成 30 年の県内医師の年齢構成のうち、60 歳代（19.3％）、50 歳

代（22.2％）、40 歳代（19.0％）で全体の約２／３（60.5％）を占めて

います。 

 平均年齢は、平成 10 年以降上昇を続けており、平成 30 年は 50.8 歳

となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  女性医師数の推移 

 医 師 総 数 に 占 め る 女 性 医 師 の 割 合 は 年 々 上 昇 し 、 平 成 30 年 は

19.3％（全国 21.9％）となっています。 
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４ 診療科ごとの医師数の推移 

 外科が、平成 10 年頃と比較すると 20 人程度少なく推移しているほ

か 、 内 科 、 産 婦 人 科 に つ い て も 微 減 し て い ま す 。 若 干 の 減 少 傾 向 が 見

られます。 

 小 児 科 や 眼 科 が ほ ぼ 同 数 と な っ て い ま す が 、 そ の ほ か の 診 療 科 は 増

加 傾 向 に あ り 、 精 神 科 、 泌 尿 器 科 、 皮 膚 科 は 、 比 較 的 増 加 割 合 が 高 く

なっています。 

 

表 1-2 診療科別医師数(人）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 典 ： (厚 生 労 働 省 ） 「 医 師 ・ 歯 科 医 師 ・ 薬 剤 師 調 査 (統 計 ） 」  

 

※ 診 療 科 に つ い て 、 次 の と お り 整 理 集 約 し て 分 類 し て い ま す 。 

 

 

 

 

 

 

  

内科

精神科

外科

産婦人科

精神科、心療内科

産婦人科、産科、婦人科

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科（胃腸内科）、腎臓
内科、神経内科、糖尿病内科（代謝内科）、血液内科、アレル
ギー科、リウマチ科、感染症内科

外科、呼吸器外科、循環器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管
食道外科、消化器外科（胃腸外科）、肛門外科

H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 H10→H30

内科 825 814 825 823 810 808 833 822 827 821 810 98.2%

小児科 119 129 125 130 122 128 132 127 126 123 124 104.2%

精神科 125 125 140 146 138 152 152 147 153 149 154 123.2%

外科 237 235 233 220 221 219 204 209 205 208 219 92.4%

整形外科 146 154 163 163 152 157 159 160 165 165 168 115.1%

産婦人科 108 115 111 106 97 99 102 107 107 109 105 97.2%

皮膚科 45 46 48 52 48 48 45 49 50 52 55 122.2%

泌尿器科 65 69 72 71 74 73 75 76 77 77 83 127.7%

眼科 82 83 86 87 80 89 80 87 86 89 85 103.7%

脳神経外科 57 59 61 59 59 56 61 67 68 67 66 115.8%

耳鼻咽喉科 56 66 63 58 55 62 65 63 62 63 66 117.9%

リハビリテーショ ン科 21 20 21 24 21 26 27 26 28 23 24 114.3%
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５ 二次医療圏ごとの状況 

 人口 10 万人当たりの医療施設従事医師数を医療圏別でみると、秋田

周 辺 医療 圏 が 326.1 人 と 最も 多 く 、 最 も 低い 北 秋 田 医 療 圏 では 113.6

人となっており、地域における医師偏在が顕著となっています。 

 また、平成 28 年と平成 30 年の数値を比較すると、湯沢・雄勝医療

圏の人口 10 万対医療施設従事医師数が減少しており、その他の二次医

療圏では増加しています。 

 

表 1-3 二 次医 療圏 の状 況                 （単 位:人）  

 

 

 

 

出 典 :「 医 師 ・ 歯 科 医 師 ・ 薬 剤 師 統 計 」 （ 平 成 30 年 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区　　分
大館・
鹿角

北秋田
能代・
山本

秋田周辺
由利本荘・

にかほ

大仙・
仙北

横手
湯沢・
雄勝

全圏域

医療施設従事医師数 174 38 158 1,270 191 205 190 70 2,296 

人口10万人対 163.5 113.6 203.2 326.1 190.0 164.8 216.0 115.3 234.1 
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６ 医師養成数等の状況 

 平成 16 年以降、秋田県内の臨床研修医採用数の平均は約 67 人で、

最も多かったのは平成 28 年の 84 人、最も少なかったのは平成 23 年

の 51 人です。 

 近 年 は 、 臨 床 研 修 医 採 用 数 の 約 ７ 割 が 秋 田 大 学 医 学 部 出 身 者 と な っ

ています。 

 平成 31 年は、新しく始まった専門研修プログラム制度の影響などが

あり、64 人と前年度に比べ、11 名の減少となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県 の 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け 、 義 務 期 間 と し て 県 内 の 医 療 機 関 で 勤 務

する医師は年々増加しており、平成 31 年時点では 150 名となってい

ま す 。 知 事 指 定 医 療 機 関 で 勤 務 す る 医 師 も 徐 々 に 増 え 始 め て お り 、 平

成 31 年時点で 33 名となりました。（表の数字再確認） 
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第２章 医師偏在指標及び医師少数区域・医師多数区域の設定 

 

 

 

１  医師偏在指標の考え方 

 これまで、地域ごとの医師数の比較には人口 10 万人対医師数が一般

的 に 用 い ら れ て き ま し た が 、 地 域 ご と の 医 療 ニ ー ズ や 人 口 構 成 等 が 反

映されていませんでした。 

 改 正 法 に 基 づ き 、 国 に お い て 、 地 域 ご と の 医 師 の 多 寡 を 全 国 ベ ー ス

で 統 一 的 ・ 客 観 的 に 比 較 ・ 評 価 す る 指 標 と し て 、 次 の 「 ５ 要 素 」 を 考

慮して新たに算定されたのが、「医師偏在指標」です。 

 

 

 

 

 

 

２  医師偏在指標の設計 

 

 

 

 

 

＜考 え方 ・留 意点 ＞  

「標 準化 医師 数」  

 平 成 ２ ８ 年 医 師 ・ 歯 科 医 師 ・ 薬 剤 師 調 査 に お け る 性 別 ・ 年 齢 階 級 別 医 師

数 と 平 成 ２ ８ 年 度 厚 生 労 働 科 学 特 別 研 究 「 医 師 の 勤 務 実 態 及 び 働 き 方 の 意

向 等 に 関 す る 調 査 研 究 」 に よ る 性 別 ・ 年 齢 階 級 別 労 働 時 間 比 に よ り 算 出 し

た労 働時 間調 整係 数 をも とに 、厚 生労 働 省が 算定 した もの で す。  

 

「地 域の 人口 」  

 平 成３ ０年 １月 １ 日住 民基 本台 帳年 齢 階級 別人 口で す。  

 

「地 域の 標準 化受 療 率比 」  

 平 成 ２ ９ 年 の 患 者 調 査 と 平 成 ２ ９ 年 社 会 医 療 診 療 行 為 別 統 計 の ６ 月 審 査

分 外 来 件 数 を も と に 、 平 成 ２ ９ 年 度 の Ｎ Ｄ Ｂ （ レ セ プ ト 情 報 ・ 特 定 健 診 等

情 報 デ ー タ ベ ー ス ） 等 に よ る 患 者 の 流 出 入 の 状 況 を 加 味 し 、 厚 生 労 働 省 が

算定 した もの です 。  

 

※ 医 師 偏 在 指 標 の 5 要 素  

① 医 療 需 要 及 び 人 口 ・ 人 口 構 成 と そ の 変 化 、 ② 患 者 の 流 出 入 等 、 ③ へ き

地 等 の 地 理 的 条 件 、 ④ 医 師 の 性 別 ・ 年 齢 分 布 、 ⑤ 医 師 偏 在 の 種 別 （ 区

域 、 診 療 科 、 入 院 ／ 外 来 ）  

 
標準化医師数 

医師偏在指標 ＝ 

地域の人口（１０万人） × 地域の標準化受療率比 

【算定式】 

第 １ 節  医 師 偏 在 指 標  
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 医 師 偏 在 指 標 の 下 位 33.3％ に 属 す る 医 療 圏 を 医 師 少 数 区 域 及 び 医 師

少 数 都 道 府 県 と 定 義 し 、 医 師 少 数 区 域 に 属 す る 二 次 医 療 圏 又 は 医 師 少

数 都 道 府 県 に 属 す る 都 道 府 県 が こ れ を 脱 す る こ と を 繰 り 返 し 、 全 て の

二次医療圏及び都道府県が令和 18 年度までに医療ニーズを満たすこと

を目指します（図 2-1）。 

 ま た 、 医 師 多 数 区 域 及 び 医 師 多 数 都 道 府 県 は 、 医 師 確 保 対 策 の 遂 行

上 の 需 給 バ ラ ン ス の 観 点 か ら 、 医 師 偏 在 指 標 の 上 位 33.3％ に 属 す る 医

療圏と定義されます。 

 

 

 

 

 本 県 に 関 す る 医 師 偏 在 指 標 、 及 び 医 師 偏 在 指 標 算 定 に 係 る 諸 数 値 等

は 以 下 の と お り で あ り 、 県 全 体 が 医 師 少 数 県 、 秋 田 周 辺 医 療 圏 を 除 く

二 次 医 療 圏 が 医 師 少 数 区 域 、 秋 田 周 辺 医 療 圏 は 医 師 多 数 区 域 に 該 当 し

ます。 

 

１ 本県の医師偏在指標算定に係る諸数値等 

  本 県 の 医 師 偏 在 指 標 算 定 に 関 す る 「 標 準 化 医 師 数 」 及 び 「 地 域 の 人

口 （ １ ０ 万 人 ） ×地 域 の 標 準 化 受 療 率 比 」 は 、 以 下 の と お り と な り ま

す。 

 

  表 2-1 医師 偏 在 指 標算 定 に 係 る 諸 数 値 等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 節  医 師 少 数 区 域 ・ 医 師 多 数 区 域  

第 ３ 節  本 県 に お け る 医 師 偏 在 指 標 の 設 定  

医療圏名 標準化医師数
医療施設

従事医師数
労働時間
調整係数

地域の人口

（人） （人） （10万人）

全国（参考） 306,270 304,759 1.000 1,277.1 1.00 

秋田県 2,277 2,257 1.004 10.15 1.20 

 大館・鹿角 169 172 0.980 1.10 1.24 

 北秋田 36 37 0.959 0.35 0.78 

 能代・山本 149 154 0.965 0.82 1.25 

 秋田周辺 1,262 1,237 1.015 3.98 1.26 

 由利本荘・にかほ 184 190 0.964 1.04 1.19 

 大仙・仙北 204 202 1.007 1.30 1.10 

 横手 193 186 1.030 0.92 1.32 

 湯沢・雄勝 80 79 1.007 0.64 0.93 

標準化
受療率比
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２ 本県の医師偏在指標等 

  本 県 の 医 師 偏 在 指 標 、 区 域 の 指 定 及 び 都 道 府 県 別 又 は 二 次 医 療 圏 別

の全国順位は以下のとおりとなります。 

 

   表 2-2 医 師 偏 在 指標 及 び 区 域 の 設 定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

医療圏名 順位

（位）

全国（参考） 239.8 

秋田県 186.3 医師少数県 ４１／４７

 大館・鹿角 124.0 医師少数区域 ３２１／３３５

 北秋田 130.2 医師少数区域 ３０９／３３５

 能代・山本 145.6 医師少数区域 ２７３／３３５

 秋田周辺 251.8 医師多数区域 ６１／３３５

 由利本荘・にかほ 149.6 医師少数区域 ２６２／３３５

 大仙・仙北 143.1 医師少数区域 ２８０／３３５

 横手 159.0 医師少数区域 ２３３／３３５

 湯沢・雄勝 133.1 医師少数区域 ３０３／３３５

医師偏在指標及び
区域の指定
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（参考 全国の医師偏在指標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国都道府県及び秋田県内二次医療圏の医師偏在指標等 

 

 

※厚生労働省が算出・公開するデータを掲載予定 
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 医 師 確 保 計 画 は 、 二 次 医 療 圏 ご と に 設 定 さ れ た 医 師 少 数 区 域 及 び 医 師

少 数 都 道 府 県 の 医 師 の 確 保 を 重 点 的 に 推 進 す る も の で す が 、 実 際 の 医 師

偏 在 対 策 の 実 施 に 当 た っ て は 、 よ り 細 か い 地 域 の 医 療 ニ ー ズ に 応 じ た 対

策 も 必 要 と な る 場 合 が あ り ま す 。 こ の た め 、 必 要 に 応 じ て 二 次 医 療 圏 よ

り も 小 さ い 単 位 の 地 域 で 局 所 的 に 医 師 が 少 な い 地 域 を 「 医 師 少 数 ス ポ ッ

ト 」 と し て 定 め 、 医 師 少 数 区 域 と 同 様 に 取 り 扱 う こ と が で き る も の と さ

れています。 

 医 師 多 数 区 域 で あ る 秋 田 周 辺 医 療 圏 内 に 位 置 す る 男 鹿 市 、 潟 上 市 、 八

郎 潟 町 、 五 城 目 町 、 井 川 町 、 大 潟 村 に お い て 、 各 市 町 村 ご と の 10 万 人

対 医 師 数 は 、 県 内 の 医 師 少 数 区 域 と 同 等 あ る い は そ れ を 下 回 っ て い る 状

況 に あ り 、 か つ 救 急 医 療 機 関 等 が 集 中 す る 秋 田 市 内 ま で 一 定 の 距 離 を 有

していることから、これらの地域を医師少数スポットとします。 

 

表 2-3 秋 田周 辺 医 療 圏 内の 各 市 町 村 の 状 況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 ４ 節  医 師 少 数 ス ポ ッ ト の 設 定  

圏域名 医師偏在指標 順位 医療施設 地域の人口

従事医師数  （１０万人）

　　　　　（人）   2018/1/1時点

全国（参考） 239.8 － 304,759 1,277.10 240.1

秋田県 186.3 41 2,257 10.15 223.5

　秋田周辺 251.8 61 1,237 3.98 311.2

　　　秋田市 1,159 3.12 369.5

　　　男鹿市 29 0.28 102.1

　　　潟上市 32 0.33 96.4

　　　五城目町 5 0.10 52.6

　　　八郎潟町 10 0.06 166.7

　　　井川町 1 0.05 20.4

　　　大潟村 1 0.03 31.3

　横手 159.0 233 186 0.92 204.6

　由利本荘・にかほ 149.6 262 190 1.04 183.1

　能代・山本 145.6 273 154 0.82 190.1

　大仙・仙北 143.1 280 202 1.3 157.2

　湯沢・雄勝 133.1 303 79 0.64 124.9

　北秋田 130.2 309 37 0.35 106.0 

　大館・鹿角 124.0 321 172 1.1 156.5

二次医療圏別人口
10万対医療施設従

事医師数
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第３章 医師確保の方針及び目標 

 

 

 

 医 師 確 保 計 画 で は 、 医 師 の 多 寡 の 状 況 に つ い て 二 次 医 療 圏 及 び 三 次 医

療 圏 の そ れ ぞ れ に つ い て 場 合 分 け を し た 上 で 医 師 確 保 の 方 針 を 定 め る こ

ととされています。 

 本県の医師確保の方針は次のとおりとします。 

 

１ 三次医療圏 

 医 師 少 数 都 道 府 県 に 該 当 し て お り 、 特 定 の 診 療 科 の み な ら ず 、 ほ と

ん ど の 診 療 科 で 医 師 不 足 と な っ て い る こ と か ら 、 医 師 の 絶 対 数 の 確 保

を図ることとします。 

 

２ 二次医療圏 

 秋 田 周 辺 圏 域 が 医 師 多 数 区 域 に 、 秋 田 周 辺 圏 域 を 除 く 全 て の 二 次 医

療 圏 が 医 師 少 数 区 域 に 該 当 し て お り 、 地 域 に お け る 医 師 偏 在 が 顕 著 と

なっています。 

 医 師 少 数 区 域 に お い て は 、 地 域 偏 在 解 消 を 図 る た め 、 医 師 の 絶 対 数

の確保を図ることとします。 

 秋 田 周 辺 圏 域 に お い て は 、 医 師 の 養 成 を 進 め る と と も に 、 医 師 少 数

区 域 等 へ の 医 師 の 派 遣 等 を 行 う こ と に よ っ て 、 医 師 数 を 維 持 す る こ と

を 方 針 の 基 本 と し ま す 。 秋 田 周 辺 圏 域 の う ち 、 医 師 少 数 ス ポ ッ ト と し

て 設 定 し た 男 鹿 市 、 潟 上 市 、 八 郎 潟 町 、 五 城 目 町 、 井 川 町 、 大 潟 村 に

つ い て は 、 秋 田 市 か ら の 医 師 の 派 遣 等 を 通 じ て 、 医 師 の 増 加 を 図 る こ

ととします。 

 

 

 

 

１  目標医師数とは 

 目 標 医 師 数 は 、 計 画 期 間 終 了 時 点 に お い て 、 各 医 療 圏 で 確 保 し て お

く べ き 医 師 の 総 数 を 表 す も の で あ り 、 当 該 医 療 圏 の 計 画 終 了 時 点 の 医

師 偏 在 指 標 が 計 画 開 始 時 点 の 下 位 33.3％ に 相 当 す る 医 師 偏 在 指 標 に 達

す る た め に 必 要 な 医 師 の 総 数 と 定 義 さ れ ま す 。 し た が っ て 、 医 師 確 保

対 策 に よ り 追 加 で 確 保 が 必 要 な 医 師 数 は 、 目 標 医 師 数 と 現 在 の 医 師 数

との差分として表されることとなります。 

 

 

第 １ 節  医 師 確 保 の 方 針  

第 ２ 節  医 師 確 保 の 目 標  
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２ 本県における目標医師数の設定 

（１）三次医療圏 

 本 県 の 三 次 医 療 圏 と し て の 目 標 医 師 数 は 、 医 師 少 数 区 域 が 計 画 開 始

時の下位 33.3％に相当する医師偏在指標 215.0 に達するために必要な

医師数 2,371 人とします。現在の医師数 2,257 人との差分 114 人が医

師確保対策により追加で確保が必要な医師数となります。 

 

（２）二次医療圏 

 医 師 少 数 区 域 の 目 標 医 師 数 は 、 医 師 少 数 区 域 が 計 画 開 始 時 の 下 位

33.3％ に 相 当 す る 医 師 偏 在 指 標 162.3 に 達 す る た め に 必 要 な 医 師 数 と

されています。 

 た だし 、 国に よ る目 標医 師 数の 算 定に あた っ ては 、 令和 5 年度 ま で

の 人 口 減 少 等 が 反 映 さ れ て い る こ と か ら 、 医 師 少 数 区 域 で あ っ て も 、

計 算 上 の 目 標 医 師 数 が 、 現 在 の 医 師 数 を 下 回 っ て い る 二 次 医 療 圏 が あ

り ま す 。 そ の 場 合 に は 、 現 在 の 医 師 数 を 目 標 医 師 数 と す る こ と に な る

ため、目標医師数については、表３－１のとおりとします。 

 ま た 、 医 師 多 数 区 域 で あ る 秋 田 周 辺 医 療 圏 に つ い て は 、 県 内 唯 一 の

医 師 養 成 機 関 で あ る 秋 田 大 学 が 所 在 し て お り 、 教 育 ・ 研 究 に 必 要 な 医

師 を 確 保 す る 必 要 が あ る な ど の 理 由 か ら 、 目 標 医 師 数 は 、 現 在 の 医 師

数である 1,237 人とします。 

 

表 3-1 秋 田 県 の 目 標 医 師数                （ 単位:人 ）  

 

 

 

 

 

 

３  将来時点における必要医師数 

 必要医師数は、将来時点（令和 18 年）における全国の医師数が全国

の 医 師 需 要 に 一 致 す る 場 合 の 医 師 偏 在 指 標 の 値 と 、 各 医 療 圏 ご と の 医

師偏在指標の値とが等しくなる医師数です。 

 

  県内の将来時点における必要医師数 

※国が示す算出データを掲載予定 

大館・
鹿角

北秋田
能代・
山本

秋田周辺
由利本荘
・にかほ

大仙・
仙北

横手
湯沢・
雄勝

医療施設従事医師数 172 37 154 1,237 190 202 186 79 

計算上の目標医師数 196 38 141 756 178 204 174 83 

目標医師数 196 38 154 1,237 190 204 186 83 
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第４章 医師確保の目標達成に向けた施策 

 

 

 

 第 １ 章 か ら 前 章 ま で の 事 項 を 踏 ま え 、 本 県 の 三 次 医 療 圏 及 び 二 次 医 療

圏における医師確保目標の達成に向けた施策を次のとおり定めます。 

 

１ 県全体（三次医療圏）として取り組む施策 

（１）県全体（第三次医療圏）における目標医師数の設定 

 ①医療提供体制の現状 

 本県の医師偏在指標は 186.3 であり、全国 47 都道府県中 41 番目で、

医師少数県に設定されています。 

 

 ②将来の人口推計と医療需要の状況 

 全国 的には 、2036 年ま で人口 減少 が進行 するも のの 、高齢 化に よ

っ て 大 幅 に 医 療 需 要 が 増 大 す る こ と か ら 、 全 体 と し て 医 療 需 要 の 増

加 が 見 込 ま れ て い ま す 。 一 方 、 秋 田 県 は 急 速 な 人 口 減 少 が 見 込 ま れ

ていることから、医療需要も減少すると見込まれています。 

 

（ 参 考） 全 国 の 人 口 推 計        （ 参 考） 全 国 の 医 療 需 要 推計  

 

 

 

 

 

 

 

 

秋 田 県の 人 口 推 計           秋 田 県の 医 療 需 要 推 計  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 節  目 標 の 達 成 に 向 け た 施 策  
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 ③目標医師数等 

 

 

 

 

 

 

（２）県全体（三次医療圏）として取り組む施策 

 本 県 は 医 師 少 数 県 で あ り 、 目 標 医 師 数 2,371 人 の 達 成 に 向 け て 、

以下の施策を推進します。 

 

 ①若手医師 の地 域循環型キャ リア アップシステ ムの 充実 

 本県では、地域医療に従事する医師を養成するため、平成 18 年度

から修学資金貸与等を進めてきており、令和 5 年度には約 250 名が

県内医療機関に従事する事が見込まれています。 

 地 域 医 療 を 志 す 修 学 資 金 等 の 貸 与 を 受 け た 若 手 医 師 を 含 む 秋 田 県

内 で 勤 務 す る 医 師 が 、 大 学 と 地 域 の 医 療 機 関 を 循 環 し な が ら 研 鑽 を

積 む シ ス テ ム を 推 進 し 、 医 師 と し て の キ ャ リ ア 形 成 を 支 援 し な が

ら 、 医 師 不 足 地 域 の 中 核 病 院 等 に お け る 安 定 的 な 医 療 サ ー ビ ス の 提

供 を 実 現 す る と と も に 、 県 内 義 務 期 間 終 了 後 の 県 内 定 着 に 向 け 、 若

手医師にとって魅力のある環境づくりに取り組みます。 

 

◆  平 成 25 年 度 に 開 設 し た 「 あ き た 医 師 総 合 支 援 セ ン タ ー 」 に お

いて、地域循環型 キャリア形成シス テムをサポートす る仕組みづく

りやコーディネー ターの配置（若手 医師と医療機関の 調整機能）を

引 き 続 き 行 い 、 医 学 教 育 を は じ め 初 期 臨 床 研 修 、 専 門 研 修 を 通 じ

て、一貫したキャリア形成を支援します。 

 若手医師のキャ リア形成プログラ ムの策定に当たっ ては、秋田大

学（医学部・附属 病院）と十分に連 携するほか、派遣 先の指導体制

や勤務環境を考慮します。 

 出産や育児、介 護等やむを得ない 事情が生じた場合 には、キャリ

ア形成プログラムの内容の変更等について、柔軟に対応します。 

 

◆ 医学生等への修学資金の貸与を継続します。 

 医 学 生 の 場 合 、 県 内 の 公 的 医 療 機 関 等 で 勤 務 す る 就 業 義 務 年 限

は 、 初 期 臨 床 研 修 を 含 め て 貸 与 期 間 の 1.5 倍 と な り 、 そ の う ち の

半分の期間については勤務先を知事が指定します。 

 

◆  秋 田 大 学 、 秋 田 県 医 師 会 等 の 関 係 機 関 と 協 力 し な が ら 、 修 学 資

金の貸与を受けた若手医師等の派遣調整を行います。 

医療圏名
医療施設

従事医師数
目標医師数
(2023年)

（人） （人）

秋田県 186.3 医師少数県 2,257 2,371 

医師偏在指標及び
区域の指定
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医学生等修学資金貸与制度について 

 

本県 では 、秋 田大 学 医学 部の 地域 枠を 対 象と した 修学 資金 貸 与制 度の ほ

か、 県外 大学 に進 学 した 場合 にも 利用 可 能な 修学 資金 制度 等 を設 けて いま

す。  

修学 資金 の貸 与を 受 けた 医学 生等 は、 卒 業後 、就 業義 務年 限 とし て貸 与

期間の 1.5 倍の 期間 、県 内の 公的 医療 機 関等 で勤 務し ても ら うこ とに な

り、 その 就業 義務 年 限の 半分 の期 間に つ いて は勤 務先 を知 事 が指 定す るこ

とと なっ てい ます 。（ キャ リア パス のイ メ ージ は以 下の とお り。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 修学資金の貸与を受けて県内で勤務する医師（以下「地域枠等医師」とい

う。）数は年々増加しており、令和 5 年度には、地域枠等医師が 252 人に、その

うち知事が指定する病院（医師少数区域等の病院）に勤務する医師が 75 人に達

することが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※県医療人材対策室試算：今後の知事指定見込みについては、原則義務期間の後半部

分で勤務する条件で試算しています。 

 

❸専門医・学位（医学博士）取得・留学コース

【キャリアパスのイメージ図（貸与を受けた期間が6年の場合）】
卒後

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年

❷専門医・学位（医学博士）取得コース

社会人（大学院）

社会人（大学院） 国内外留学

初期研修修了後、知事指定期間４年間を指定された公的医療機関等で勤務します。

❶専門医取得コース

❶専門医取得コース 〉〉

〉〉

〉〉

初

期

研

修

１

年

目

初

期

研

修

2

年

目

単位:人 
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◆ 秋田大学医学部医学科の地域枠を維持します。 

 令和 3 年度までは現状の枠（国の医学部臨時定員増 29 名分）を

維 持 す る こ と と し 、 令 和 4 年 度 以 降 に つ い て は 、 国 の 医 学 部 臨 時

入 学 定 員 増 の 状 況 な ど を 見 据 え 、 計 画 的 に 見 直 し を 図 っ て い き ま

す。 

 

◆  若 手 医 師 の 派 遣 先 で あ る 地 域 の 病 院 に お け る 指 導 医 の 派 遣 等 を

通じた指導体制強 化や受入体制の充 実を図ることで、 地域でのキャ

リア形成を支援する体制づくりを推進します。 

 

◆ 医学生や研修医を指導する体制を強化するため、「教育・指導の拠点

化」という観点で、医師少数区域に拠点となる病院の整備等の推進を図

ります。 

なお、推進に当たっては、協働と連携を基に、拠点病院以外の病院へ

の影響を踏まえた具体的な対策などについて、十分な検討を行うことと

します。 

 

◆  地 域 医 療 を 志 す 医 師 の 養 成 す る た め 、 秋 田 大 学 医 学 部 に お け る

地域の医療機関での実習の充実を図ります。 

 

◆  医 師 と し て 幅 広 い 知 識 を 習 得 す る た め 、 医 師 以 外 の 専 門 職 か ら

の 知 識 や 技 術 等 に 関 す る 学 習 機 会 の 提 供 に つ い て 、 検 討 を 図 り ま

す。 

 

◆  高 齢 化 の 進 む 本 県 に お い て は 、 多 疾 患 の 診 療 に 対 応 で き る 総 合

的 な 診 断 能 力 を 有 す る 医 師 （ 総 合 診 療 医 ・ 家 庭 医 及 び か か り つ け

医）の重要性が高 まっていることか ら、総合診療的な 診断能力を有

する医師の養成・ 確保を推進します 。例えば、県内の 総合診療・家

庭医養成プログラ ムにおいて相互に 研修医を受け入れ 可能な体制づ

くりの検討など、 研修情報の共有化 や連携しての研修 医確保を進め

るほか、外来医療機能を担う診療所の支援などに取り組みます。 

 

◆ 自治医科大卒業医師定着のための取組を強化します。 

・自治医科大学卒業医師のネットワークづくりを図ります。 

・自治医科大学卒 業医師の総合診療 専門医等の専門医 資格取得のキ

ャリア形成を支援します。 

・自治医科大学卒 業医師の指導体制 の強化と勤務環境 の改善を図り

ます。 

 

◆  地 域 循 環 型 キ ャ リ ア ア ッ プ シ ス テ ム の 構 築 と 合 わ せ て 、 医 師 の
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充足状況・偏在状況について、調査・分析を行います。 

 ②医師の労 働環 境等改善  

 医 師 の 働 き 方 改 革 に 対 応 す る た め 、 タ ス ク シ ェ ア 及 び タ ス ク シ フ

ト の 推 進 等 に よ り 、 勤 務 医 の 負 担 軽 減 を 図 り つ つ 、 増 え ゆ く 女 性 医

師 へ の 就 業 支 援 ・ 生 活 サ ポ ー ト の 有 用 性 に つ い て 各 主 体 の 認 識 を 一

つ に し 、 ラ イ フ ス テ ー ジ に 応 じ た き め 細 や か な 支 援 策 に 取 り 組 ん で

い き ま す 。 特 に 「 子 育 て と 仕 事 の 両 立 支 援 」 を 推 進 し 、 県 内 定 着 に

向けた魅力ある環境づくりに取り組みます。 

 

◆  医 師 の 負 担 軽 減 を 図 る べ く 、 タ ス ク シ ェ ア 及 び タ ス ク シ フ ト を

推進するとともに 、積極的に看護師 や医療秘書等の人 材養成を推進

します。 

 

◆  研 修 指 導 医 の 負 担 を 軽 減 す る た め に 医 療 秘 書 等 の 配 置 を 支 援 し 

ます。 

 

◆  秋 田 県 医 療 勤 務 環 境 改 善 セ ン タ ー に お い て 、 医 療 機 関 に お け る

労務管理上の相談受付・支援を行います。 

 

◆  令 和 6 年 度 か ら 適 用 さ れ る 予 定 の 医 師 の 時 間 外 労 働 規 制 な ど が

遵守されるよう、制度を周知し、必要な支援、助言等を行います。 

 

◆  患 者 の 医 療 機 関 へ の か か り 方 に つ い て 、 か か り つ け 医 へ の 受 診

勧奨や、分かりや すい医療機能情報 の提供など、県民 への普及・啓

発を図ります。 

 

◆  遠 隔 診 療 等 の Ｉ Ｃ Ｔ 等 の 技 術 を 活 用 し た 業 務 改 善 を 支 援 し ま

す。  

 

◆  県 医 師 会 と 連 携 し 、 ベ テ ラ ン 医 師 等 が 地 域 の 診 療 所 を 支 援 す る

体制の構築に取り組みます。 

 

◆ 男女共同参画意識の醸成を図ります。 

 

◆  子 育 て と 仕 事 の 両 立 支 援 を 推 進 す る べ く 、 短 時 間 勤 務 等 の 柔 軟

な働き方を推進する医療機関を支援します。 

 

◆  24 時 間 対 応 の 保 育 所 や 学 童 保 育 ､病 児 保 育 等 に 関 す る 情 報 の 収

集・発信を行うな ど、子育て世代の 医師を支援する取 組を行うとと

もに、院内保育所等の整備及び運営を支援します。 
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◆  女 性 医 師 間 の 多 様 な ネ ッ ト ワ ー ク を 形 成 す る こ と で 、 多 岐 に わ

たる医師のキャリアデザインへの対応を図ります。 

 

◆  女 性 医 師 相 談 窓 口 や 女 性 医 師 の 勤 務 環 境 改 善 に 取 り 組 む 病 院 を

支 援 す る な ど 、 女 性 医 師 の 県 内 定 着 に 向 け た 環 境 づ く り を 進 め ま

す。 

 

 ③将来の医 療を 支える裾野の 拡大 ・強化  

 医 師 を 志 望 す る 中 高 生 を 増 や す た め の 周 知 活 動 を 強 化 す る 等 の 裾

野 の 拡 大 を 図 る と と も に 、 研 修 医 等 の 若 手 医 師 が 定 着 す る た め に 必

要な取組を継続、強化していきます。 

 

◆ 医学部進学者を増やすための取組を行います。 

・大学と連携し、中学校、高校訪問セミナーを実施します。  

・ 各 病 院 における小 中 高 生 の医 療 体 験 実 習 や職 場 訪 問 （体 験 ）など、地

域 で病 院 が果 たしている役 割 や職 業 としての医 師 の役 割 に関 する理 解 を

深めるための取組を推進します。 

・秋田大学、岩手 医科大学、自治医 科大学等のオープ ンキャンパス

体験を促進します。 

 

◆ 県内において医師不足が深刻な診療科について、秋田大学と連携しな

がら専門医の育成強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師不足が深刻な診療科について 

 

全国 的に 医師 数が 増 加す る中 、全 ての 診 療科 につ いて 医師 数 が増

加し てい る訳 では あ りま せん 。  

本県 にお いて も、 内 科、 外科 及び 産婦 人 科は 、平成 30 年末 現在

の医 師数 が、 平成 10 年当時よ りも 減少 して いま す。(産 婦人 科に 関

する 取組 につ いて は 、第 5 章に おい て別 記し ます 。）  

内科 及び 外科 は、 医 師全 体に 占め る割 合 も高 い、 基本 的か つ 重要

な診 療科 であ り、 こ れら の診 療科 医師 の 減少 は、 地域 医療 全 体の 縮

小に 繋が りか ねな い こと から 、中 学校 ・ 高校 訪問 セミ ナー 及 び医 療

体験 実習 の際 に、 内 科及 び外 科の 重要 性 や魅 力を 伝え るな ど して 、

医学 部を 目指 す学 生 等が 、内 科及 び外 科 を志 すよ う、 周知 活 動を 強

化し ます 。  

また 、地 域枠 の医 学 生や 、県 内の 臨床 研 修医 に対 して 、積 極 的な

情報 提供 や関 係構 築 を図 るこ とで 、診 療 科選 択へ の動 機付 け を実 施

しま す。  



 

- 22 - 

 

 

 

◆  研修医確保・定着のための取組を実施します。 

・医学生スキルアップセミナーや各種講習会を実施します。 

・ 秋 田 大 学 と 協 力 し て 医 療 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 教 育 セ ン タ ー の 活 用 

を図ります。 

・臨床研修医の県 内定着を図るため 、専門研修プログ ラムに関する

説明会を開催します。  

・研修医の県内定 住に向け、地域住 民等と交流する機 会の創出を図

ります。 

 

 ④県外から の医 師確保  

 秋 田 大 学 の み な ら ず 県 外 の 大 学 を 卒 業 し た 初 期 研 修 医 を 増 や す た

め 、 県 外 か ら の 医 師 を 誘 致 す る 取 組 な ど 、 き め 細 か い 募 集 活 動 を 強

化しながら、県内初期研修医の定着を図ります。 

 

◆ 病院合同説明会の開催・拡充を図ります。 

 

◆  県 外 大 学 卒 研 修 医 の ネ ッ ト ワ ー ク の 活 用 な ど 、 県 外 医 学 生 説 明

会（初期研修医向け）の開催と支援を実施します。 

 

◆ 県外からの病院見学に関して、送迎等について支援します。 

 

◆  研 修 病 院 の Ｐ Ｒ 手 法 や 他 県 の 先 進 事 例 を テ ー マ と し た 研 修 医 確

保のための講演会・研修会を開催します。 

 

◆ 病院合同説明会後の来訪医学生へのアプローチを強化します。 

 

◆  秋 田 の 医 療 を Ｐ Ｒ す る 熱 意 あ ふ れ る 指 導 医 の 紹 介 と 魅 力 の 伝 達

を行います。 

 

◆  各 県 で 開 催 す る 医 学 生 向 け 合 同 説 明 会 に 相 互 に 誘 致 し 合 う な

ど、北東北三県の連携による医師の誘致策を強化します。 

 

◆  県 と 県 内 病 院 の 設 置 者 及 び 管 理 者 が 協 力 し て 医 師 の 確 保 に 努 め

ます。 

・ドクターバンク のＰＲに努め、医 師、医療機関への 求人、求職情

報提供機能を強化します。 

・医師の求人情報 を各病院設置主体 の全国団体に提供 し、幅広く求

職情報を収集します。 
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◆  県 内 の 関 係 団 体 が 取 り 組 む 魅 力 的 な 取 組 に つ い て も 積 極 的 に 情

報発信を行い、密接に連携した事業展開に努めます。 

・秋 田県 医 師会 が 銀行 等と 連 携し て 行う 県内 診 療所 の 後継 者不 足 の

解消 を 目指 す 取組 など に つい て 、県 人会 等 の機 会 を通 じて 積 極的

な情報発信を行います。 

 

◆  県 内 の 初 期 研 修 医 の 定 着 （ 専 門 研 修 ） に 向 け た セ ミ ナ ー 等 を 開

催します。 
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２ 二次医療圏において取り組む施策 

 

（１）大館・鹿角医療圏において取り組む施策 

  ①医療提供体制の現状 

 大館・鹿角医療圏の医師偏在指標は 124.0 であり、県内で最も低く、

全国 335 圏域中 321 番目で、医師少数区域に設定されています。 

 

  ②将来の人口推計と医療需要の状況 

 大館・鹿角医療 圏は急速な人口減 少が見込まれてい ることから、

高 齢 化 が 進 行 す る も の の 、 医 療 需 要 は 減 少 す る と 見 込 ま れ て い ま

す。 

 

大 館 ・鹿 角 医 療 圏 の 人 口 推計     大 館 ・ 鹿角 医 療 圏 の 医 療 需 要推 計  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③目標医師数等 

 

 

 

 

 

 

  ④課題及び取組内容 

 大 館 ・ 鹿 角 医 療 圏 は 医 師 少 数 区 域 で あ り 、 目 標 医 師 数 196 人 の

達成に向けて、修 学資金貸与医師等 の派遣調整をはじ めとした前記

１（２）①～④に掲げる施策に取り組みます。 

 また、本医療圏 は、地勢的・歴史 的要因により、秋 田大学だけで

な く 弘 前 大 学 や 岩 手 医 科 大 学 と の 繋 が り が 深 い 地 域 で あ る こ と か

ら、大館・北秋田 地域医療推進学講 座（弘前大学）及 び鹿角地域医

療推進学講座（岩 手医科大学）の設 置等によって連携 強化を図りま

す。 

 

 

医療圏名
医療施設

従事医師数
目標医師数
(2023年)

（人） （人）

 大館・鹿角 124.0 医師少数区域 172 196 

医師偏在指標及び

区域の指定
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（２）北秋田医療圏において取り組む施策 

  ①医療提供体制の現状 

 北秋田医療圏の医師偏在指標は 130.2 であり、県内で 2 番目に低く、

全国 335 圏域中 309 番目で、医師少数区域に設定されています。 

 

  ②将来の人口推計と医療需要の状況 

 北秋田医療圏は 急速な人口減少が 見込まれているこ とから、高齢

化が進行するものの、医療需要は減少すると見込まれています。 

 

北 秋 田医 療 圏 の 人 口 推 計      北 秋 田 医 療圏 の 医 療 需 要 推 計  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③目標医師数等 

 

 

 

 

 

 

  ④課題及び取組内容 

 北秋田医療圏は医師少数区域であり、目標医師数 38 人の達成に

向 け て 、 修 学 資 金 貸 与 医 師 等 の 派 遣 調 整 を は じ め と し た 前 記 １

（２）①～④に掲げる施策に取り組みます。 

 また、本医療圏 は、地勢的・歴史 的要因により、秋 田大学だけで

なく弘前大学との 繋がりも深い地域 であることから、 特に、大館・

北秋田地域医療推 進学講座（弘前大 学）の設置等によ って連携強化

を図ります。 

  

医療圏名
医療施設

従事医師数
目標医師数
(2023年)

（人） （人）

 北秋田 130.2 医師少数区域 37 38 

医師偏在指標及び
区域の指定
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（３）能代・山本医療圏において取り組む施策 

  ①医療提供体制の現状 

 能代・山本医療圏の医師偏在指標は 145.6 であり、全国 335 圏域中  

273 番目で、医師少数区域に設定されています。 

 

  ②将来の人口推計と医療需要の状況 

 能代・山本医療 圏は急速な人口減 少が見込まれてい ることから、

高 齢 化 が 進 行 す る も の の 、 医 療 需 要 は 減 少 す る と 見 込 ま れ て い ま

す。 

 

能 代 ・山 本 医 療 圏 の 人 口 推計    能 代 ・ 山 本医 療 圏 の 医 療 需 要 推計  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③目標医師数等 

 

 

 

 

 

 

  ④課題及び取組内容 

 能代・山本医療 圏は医師少数区域 であることから、 実質的な医師

不足解消に向けて 、修学資金貸与医 師等の派遣調整を はじめとした

前記１（２）①～④に掲げる施策に取り組みます。 

 また、本医療圏 は、秋田周辺医療 圏と隣接している ことから、秋

田市在住の若手・ 女性医師に対する 通勤支援等の受入 環境の充実に

向けた検討・取組を実施します。 

  

医療圏名
医療施設

従事医師数
目標医師数
(2023年)

（人） （人）

 能代・山本 145.6 医師少数区域 154 154 

医師偏在指標及び

区域の指定
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（４）秋田周辺医療圏において取り組む施策 

  ①医療提供体制の現状 

 秋田周辺医療圏の医師偏在指標は 251.8 であり、全国 335 圏域中 61

番目であり、県内唯一の医師多数区域に設定されています。 

 一方、市町村別に見ると、圏域内で医師多数といえるのは秋田市のみ

で、他の市町村の人口 10 万対医師数は医師少数区域と同等程度となっ

ています。 

 

  ②将来の人口推計と医療需要の状況 

 秋田周辺医療圏 は人口減少が見込 まれているものの 、高齢化の進

行に伴い、医療需要は増加すると見込まれています。 

 

秋 田 周辺 医 療 圏 の 人 口 推 計    秋 田 周 辺 医療 圏 の 医 療 需 要 推 計  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③目標医師数等 

 

 

 

 

 

 

  ④課題及び取組内容 

 秋田周辺医療圏 は医師多数区域で あることから、県 内の各地域へ

の医師派遣機能を 強化するなど、地 域偏在解消に寄与 する必要があ

ります。一方、県 内唯一の医師養成 機関である秋田大 学が所在して

おり、教育・研究 に必要な医師を確 保する必要がある こと等から、

修学資金貸与医師 等の派遣調整をは じめとした前記１ （２）①～④

に掲げる施策に取り組みます。 

 なお、医師少数 スポットである男 鹿・南秋地域にお いては、秋田

周辺医療圏内にお ける医師派遣機能 強化などを通じて 医療機能の強

化を図ります。 

 

 

医療圏名
医療施設

従事医師数
目標医師数
(2023年)

（人） （人）

 秋田周辺 251.8 医師多数区域 1,237 1,237 

医師偏在指標及び
区域の指定
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（５）由利本荘・にかほ医療圏において取り組む施策 

  ①医療提供体制の現状 

 由利本荘・にかほ医療圏の医師偏在指標は 149.6 であり、全国 335

圏域中 262 番目で、医師少数区域に設定されています。 

 

  ②将来の人口推計と医療需要の状況 

 由利本荘・にか ほ医療圏は急速な 人口減少が見込ま れていること

から、高齢化が進 行するものの、医 療需要は減少する と見込まれて

います。 

 

由利本荘・にかほ医療圏の人口推計  由利本荘・にかほ医療圏の医療需要推計  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③目標医師数等 

 

 

 

 

 

 

  ④課題及び取組内容 

 由利本荘・にか ほ医療圏は医師少 数区域であること から、実質的

な医師不足解消に 向けて、修学資金 貸与医師等の派遣 調整をはじめ

とした前記１（２）①～④に掲げる施策に取り組みます。 

 また、本医療圏 は、秋田周辺医療 圏と隣接している ことから、秋

田市在住の若手・ 女性医師に対する 通勤支援等の受入 環境の充実に

向けた検討・取組を実施します。 

  

医療圏名
医療施設

従事医師数
目標医師数
(2023年)

（人） （人）

 由利本荘・にかほ 149.6 医師少数区域 190 190 

医師偏在指標及び
区域の指定
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（６）大仙・仙北医療圏において取り組む施策 

  ①医療提供体制の現状 

 大仙・仙北医療圏の医師偏在指標は 143.1 であり、全国 335 圏域中  

280 番目で、医師少数区域に設定されています。 

 

  ②将来の人口推計と医療需要の状況 

 大仙・仙北医療 圏は急速な人口減 少が見込まれてい ることから、

高 齢 化 が 進 行 す る も の の 、 医 療 需 要 は 減 少 す る と 見 込 ま れ て い ま

す。 

 

大 仙 ・仙 北 医 療 圏 の 人 口 推計    大 仙 ・ 仙 北医 療 圏 の 医 療 需 要 推計  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③目標医師数等 

 

 

 

 

 

 

  ④課題及び取組内容 

 大 仙 ・ 仙 北 医 療 圏 は 医 師 少 数 区 域 で あ り 、 目 標 医 師 数 204 人 の

達成に向けて、修 学資金貸与医師等 の派遣調整をはじ めとした前記

１（２）①～④に掲げる施策のうち必要な施策に取り組みます。 

 また、本医療圏 は、秋田周辺医療 圏と隣接している ことから、秋

田市在住の若手・ 女性医師の勤務に 関する受入環境の 充実に向けた

検討・取組を実施します。 

 合 わ せ て 、 東 北 医 科 薬 科 大 学 （ 宮 城 県 ） の 第 1 期 生 が 、 令 和 4

年３月に卒業を迎 えることから、東 北医科薬科大学卒 業医師の地域

での勤務とキャリ ア形成との両立を 図るため、臨床研 修体制を含め

た受入体制強化に取り組みます。 

 

 

 

医療圏名
医療施設

従事医師数
目標医師数
(2023年)

（人） （人）

 大仙・仙北 143.1 医師少数区域 202 204 

医師偏在指標及び
区域の指定
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（７）横手医療圏において取り組む施策 

  ①医療提供体制の現状 

 横手医療圏の医師偏在指標は 159.0 であり、県内では 2 番目に高いも

のの、全国 335 圏域中 233 番目で、医師少数区域に設定されていま

す。 

 

  ②将来の人口推計と医療需要の状況 

 横手医療圏は急 速な人口減少が見 込まれていること から、高齢化

が進行するものの、医療需要は減少すると見込まれています。 

 

横 手 医療 圏 の 人 口 推 計       横 手 医 療 圏の 医 療 需 要 推 計  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③目標医師数等 

 

 

 

 

 

 

  ④課題及び取組内容 

 横手医療圏は医 師少数区域である ことから、実質的 な医師不足解

消に向けて、修学 資金貸与医師等の 派遣調整をはじめ とした前記１

（２）①～④に掲げる施策のうち必要な施策に取り組みます。 

 また、東北医科薬科大学（宮城県）の第 1 期生が、令和 4 年３

月に卒業を迎える ことから、臨床研 修体制を含めた受 入体制強化に

取り組むことで、 東北医科薬科大学 卒業医師の地域で の勤務とキャ

リア形成との両立を図ります。 

  

医療圏名
医療施設

従事医師数
目標医師数
(2023年)

（人） （人）

 横手 159.0 医師少数区域 186 186 

医師偏在指標及び
区域の指定
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（８）湯沢・雄勝医療圏において取り組む施策 

  ①医療提供体制の現状 

 湯沢・雄勝医療圏の医師偏在指標は 133.1 であり、県内で 3 番目に低

く、全国 335 圏域中 303 番目で、医師少数区域に設定されています。 

 

  ②将来の人口推計と医療需要の状況 

 湯沢・雄勝医療 圏は急速な人口減 少が見込まれてい ることから、

高 齢 化 が 進 行 す る も の の 、 医 療 需 要 は 減 少 す る と 見 込 ま れ て い ま

す。 

 

湯 沢 ・雄 勝 医 療 圏 の 人 口 推計    湯 沢 ・ 雄 勝医 療 圏 の 医 療 需 要 推計  

 

 

   

 

 

 

 

 

  ③目標医師数等 

 

 

 

 

 

 

  ④課題及び取組内容 

 湯沢・雄勝医療圏は医師少数区域であり、目標医師数 83 人の達

成に向けて、修学 資金貸与医師等の 派遣調整をはじめ とした前記１

（２）①～④に掲げる施策のうち必要な施策に取り組みます。 

 また、東北医科薬科大学（宮城県）の第 1 期生が、令和 4 年３

月に卒業を迎える ことから、臨床研 修体制を含めた受 入体制強化に

取り組むことで、 東北医科薬科大学 卒業医師の地域で の勤務とキャ

リア形成との両立を図ります。 

 

医療圏名
医療施設

従事医師数
目標医師数
(2023年)

（人） （人）

 湯沢・雄勝 133.1 医師少数区域 79 83 

医師偏在指標及び
区域の指定
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第５章 産科における医師確保計画 

 

 

 

１  計画策定の趣旨 

 産 科 に つ い て は 、 政 策 医 療 の 観 点 、 医 師 の 長 時 間 労 働 と な る 傾 向 、

診 療 科 と 診 療 行 為 の 対 応 も 明 ら か に し や す い こ と か ら 、 暫 定 的 に 産 科

の 医 師 偏 在 指 標 を 示 し 、 産 科 に お け る 地 域 偏 在 対 策 に 関 す る 検 討 を 行

うものです。 

 な お 、 産 科 に 係 る 医 師 確 保 計 画 で は 、 厚 生 労 働 省 令 に 示 さ れ た 算 定

方 法 に よ り 算 定 さ れ る 医 師 偏 在 指 標 に 基 づ き 、 相 対 的 医 師 少 数 区 域 を

設 定 し ま す が 、 相 対 的 医 師 少 数 区 域 以 外 の 区 域 に お い て も 医 師 が 不 足

し て い る 可 能 性 が あ る こ と 等 の 理 由 に よ り 、 医 師 多 数 区 域 は 設 け な い

こととされています。 

 

２ 本県における計画の策定内容 

 本 県 は 相 対 的 医 師 少 数 県 と は な っ て い ま せ ん が 、 安 全 で 安 定 し た 周

産 期 医 療 の 提 供 や 医 療 連 携 体 制 の 充 実 を 図 る こ と で 、 本 県 の 周 産 期 医

療 の 体 制 を 維 持 す る と と も に 、 産 科 医 の 確 保 及 び 育 成 に 取 り 組 む こ と

とします。 

 

図 5-1 本 県の 周産 期医 療の 体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 節  産 科 に お け る 医 師 確 保 計 画 の 基 本 的 方 針  
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３ 医療圏の設定等 

周産期医療圏について、本県の場合は、本計画の二次医療圏と同様

となります。 

 

４ 秋田県の現状 

（１）出産数の推移 

本県の出生数は平成 18 年から平成 28 年までの 10 年間で 2,060 人

（26.7％）減少している一方、母の年齢が 35 歳以上の割合は、平成

18 年は 15.1％でしたが、平成 28 年には 26.0％に増加しています。 

表 5-1 出生数の推移（総数及びうち母の年齢が 35 歳以上） 

区分 

秋田県 全 国 

出生数(人) 35 歳以

上 

の割合 

(％) 

出生数(人) 35 歳以

上 

の割合 

(％) 

総  数 

母の年齢

35 歳以

上 

総  数 

母の年齢

35 歳以

上 

平 成 28

年 

5,666 1,474 26.0 976,978 278,162 28.5 

平 成 23

年 

6,658 1,384 20.8 1,050,806 259,552 24.7 

平 成 18

年 

7,726 1,165 15.1 1,092,674 192,914 17.7 

    出典：厚生労働省「人口動態調査」 

 

（２）産科医師数の推移 

全県の医師数が増加傾向にある中、県内の産科医師数については、

平成 8 年の 104 名から微減し、平成 28 年は 94 名となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査 

※産婦人科及び産科の医師数の合計を、産科医師数としています。 
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（３）分娩取扱施設の施設数、医療従事者数及び分娩件数 

県内の分娩取扱施設は、病院 16 施設、診療所７施設の計 23 施設と

なっており、平成 23 年と比べ 4 施設（診療所）減少しています。 

  分娩取扱施設に常勤で従事する産科（産婦人科）医は 70 人、小児

科（新生児担当）医は 41 人、麻酔科医は 37 人、助産師は 252 人とな

っています。 

  平成 28 年における分娩件数は 6,720 件で、秋田周辺地域が 44.1％

を占めており、県外からの里帰り分娩が 1,347 件で、分娩件数の

20.0％を占めています。 

 

 

表 5-2 分娩取扱施設の施設数、医療従事者数及び分娩件数    （単位：施設、人、件） 

区分 

分娩取扱施設数※1 医療従事者数(周産期関連)※2 分娩件数※4 

病院 診療所 計 

産科

（産婦人科）

医数※3 

小児科

(新生児担当)

医数 

麻酔

科医

数 

助産

師数※

3 

総数 
うち 

里帰り分娩 

大館・鹿角 2  0  2  6  4 3 27 675 130 

北 秋 田 1  0  1  1  1 0 9 110 18 

能代・山本 1  0  1  4  2 0 20 500 135 

秋田周辺 5  2  7  37  18 31 106 2,961 542 

由 利 本 荘 ・ に

か ほ  
2  1  3  6  4 3 17 695 125 

大仙・仙北 2  2  4  7  5 0 34 659 129 

横 手 2  1  3   6  5 0 25 841 196 

湯沢・雄勝 1  1  2  3  2 0 14 279 72 

計 16 7 23 70 41 37 252 6,720 1,347 

   出典：県医務薬事課調べ（周産期医療に関する実態調査） 

※１ 分娩取扱施設数は、平成 29 年 4 月 1 日現在 

※２ 医療従事者数は、平成 29 年 4 月 1 日現在。常勤の従事者数で他部門との兼任を含む。 

※３ 産科（産婦人科）医及び助産師については、分娩に従事する者に限ることから、単純に 

産婦人科医・産科医を合計している医師・歯科医師・薬剤師調査の結果とは異なる。 

※４ 分娩件数は、平成 28 年 1 月 1 日～12 月 31 日の実績 

 

 

 

 

 

 

  



 

- 35 - 

 

 

 

 

１  産科医師偏在指標の設計 

 厚生労働省では、以下に示す考え方に基づき、産科医師偏在指標を

算定しています。 

 

 

 

 

 

 

＜考え方・留意点＞ 

○医療需要については、里帰り出産等の妊婦の流出入の実態を踏ま

えた「平成 29 年度医療施設調査」における「分娩数」を用いてい

ます。 

○標準化産科・産婦人科医師数については、平成 28 年度医師・歯科

医師・薬剤師調査における・「産科医師数」、「産婦人科医師数」の

合計値を基に、医師全体の性・年齢階級別労働時間を用いて調整

しています。 

 

２ 相対的医師少数区域の設定 

 産 科 医 師 偏 在 指 標 の 下 位 33.3％ に 属 す る 医 療 圏 を 、 相 対 的 医 師 少 数

都道府県及び相対的医師少数区域と定義します。 

 な お 、 相 対 的 医 師 少 数 都 道 府 県 及 び 相 対 的 医 師 少 数 区 域 に つ い て

は 、 画 一 的 に 医 師 の 確 保 を 図 る べ き 医 療 圏 と 考 え る の で な く 、 当 該 医

療 圏 内 に お い て 産 科 医 師 が 少 な い こ と を 踏 ま え 、 周 産 期 医 療 の 提 供 体

制 の 整 備 に つ い て 、 特 に 配 慮 が 必 要 な 医 療 圏 と し て 考 え る こ と と さ れ

ています。 

  

 

【算定式】 

産科医師偏在指標 ＝ 標準化産科・産婦人科医師数 
医療需要（分娩件数 ÷ 1000 件） 

第 ２ 節  産 科 医 師 偏 在 指 標 等  
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３ 本県における産科医師偏在指標等 

 厚生労働省が算 定した本県に関す る産科医師偏在指 標等は表 5-3 の

とおりであり、県内に相対的医師少数区域はありません。 

た だ し 、 本 指 標 は 機 械 的 に 算 出 さ れ た も の で あ り 、 本 県 の 県 土 の 面

積 や 移 動 距 離 、 積 雪 寒 冷 地 で あ る 風 土 と 気 候 な ど は 考 慮 さ れ て い な い

ことに留意する必要があります。 

 

表 5-3 産科医師偏在指標        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

医療圏名
産科医師偏

在指標

全国（参考） １２．８

秋田県 １６．５

 大館・鹿角 １４．５

 北秋田 １３．９

 能代・山本 １９．２

 秋田周辺 １９．７

 由利本荘・にかほ １３．２

 大仙・仙北 １３．４

 横手 １０．６

 湯沢・雄勝 １７．９

順位

（位）

3／47

65／284

79／284

24／284

21／284

92／284

85／284

146／284

30／284
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１  医師確保の方針 

 産 科 に 係 る 医 師 確 保 計 画 で は 、 全 て の 都 道 府 県 及 び 周 産 期 医 療 圏 で

医 師 確 保 の 方 針 を 定 め る こ と と さ れ て い ま す 。  本 県 に お け る 周 産 期

医療圏共通の医師確保の方針は次のとおりとします。 

 

 安心して出産で きる環境づくりと 、ハイリスク分娩 や妊産婦・新

生児の急変時にも 対応できる、より 安全で高度な医療 提供体制の構

築とを両立するた め、周産期医療ネ ットワークの充実 や、周産期医

療に従事する医師の確保及び育成に努めます。 

 

 

２  偏在対策基準医師数 

 産 科 に お い て も 、 当 該 医 療 圏 の 計 画 終 了 時 点 の 医 師 偏 在 指 標 が 計 画

開 始 時 点 の 下 位 33.3％ に 相 当 す る 医 師 偏 在 指 標 に 達 す る こ と と な る 医

師数が偏在対策基準医師数として設定されています。（下表のとおり） 

一 方 で 、 県 が 独 自 に 県 内 各 病 院 を 対 象 と し て 調 査 し て い る 「 医 師 の

充 足 状 況 調 査 」 に よ る と 、 産 婦 人 科 医 に つ い て 不 足 し て い る と の 回 答

は、10 病院で 14 人となっています。（令和元年 10 月現在） 

 国 が 示 し た 偏 在 対 策 基 準 医 師 数 は 、 機 械 的 に 算 出 さ れ る 数 字 で あ

り 、 確 保 す べ き 医 師 数 で は な い こ と か ら 、 本 県 で は 、 上 記 の 方 針 に 基

づき、更なる産科医の確保に努めることとします。 

 

表 5-4 産科における偏在対策基準医師数                （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

３  具体的な施策 

（１）周産期医療に従事する医師の確保、育成及び勤務環境の改善 

 医 師 確 保 計 画 に 挙 げ た ① 若 手 医 師 の 地 域 循 環 型 キ ャ リ ア ア ッ プ シ

ス テ ム の 充 実 、 ② 医 師 の 労 働 環 境 等 改 善 、 ③ 将 来 の 医 療 を 支 え る 裾

野 の 拡 大 ・ 強 化 、 ④ 県 外 か ら の 医 師 確 保 を 通 じ て 、 産 科 医 の 確 保 、

育成及び勤務環境の改善を進めます。 

産科については、特に、以下に挙げる事業等を推進します。 

第 ３ 節  医 師 確 保 の 方 針 及 び 施 策  

秋田県
大館・
鹿角

北秋田
能代・
山本

秋田周辺
由利本荘
・にかほ

大仙・
仙北

横手
湯沢・
雄勝

産科・産婦人科
医師数

99 8 1 8 53 9 8 8 4 

偏在対策基準
医師数

56.9 4.7 0.4 2.8 21.2 4.9 4.8 5.7 1.7 
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◆  地 域 枠 の 医 学 生 や 、 県 内 の 臨 床 研 修 医 に 対 し て 、 積 極 的 な 情 報

提 供 や 関 係 構 築 を 図 る こ と で 、 診 療 科 選 択 へ の 動 機 付 け を 実 施 し

ます。 

◆  産 婦 人 科 医 師 へ 分 娩 手 当 を 支 給 す る 医 療 機 関 に 対 し て 補 助 を 行 

います。 

◆  二 次 医 療 機 関 と 三 次 医 療 機 関 の 連 携 強 化 を 図 る と と も に 、 遠 隔

診療等のＩＣＴ等の技術を活用した業務改善を支援します。 

 

（２）正常分娩等に対し安全な医療を提供する体制づくり 

◆  産 科 医 療 機 関 の 運 営 を 支 援 し 、 地 域 の 周 産 期 医 療 体 制 の 確 保 を

図ります。 

◆  地 域 の 医 師 、 助 産 師 、 看 護 師 等 に 対 し 、 周 産 期 医 療 に 必 要 な 専

門 的 ・ 基 礎 的 知 識 、 技 術 の 習 得 機 会 の 確 保 を 図 る と と も に 、 妊 産

婦 の ケ ア を 担 う 助 産 師 に つ い て は 専 門 性 の 向 上 と 活 用 を 図 り ま

す。 

◆  救 急 搬 送 に お け る 消 防 機 関 と 医 療 機 関 と の 連 携 の 充 実 を 図 り ま

す。 

 

（３）周産期の救急対応が２４時間可能な体制づくり 

◆  総 合 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー 及 び 地 域 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー

の 運 営 や 設 備 整 備 を 支 援 し 、 円 滑 か つ 効 率 的 な 運 用 及 び 医 療 機 能

の高度化を図ります。 

◆  総 合 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー 及 び 地 域 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ

ー 、 秋 田 大 学 医 学 部 附 属 病 院 に お い て 各 医 療 機 能 に 応 じ た 適 切 な

医 療 が 提 供 さ れ る よ う 、 搬 送 コ ー デ ィ ネ ー ト 機 能 の 充 実 を 含 め 、

既存の医療圏を越えた広域的な連携体制の強化を図ります。 

 

（４）新生児医療の提供が可能な体制づくり 

◆  重 症 新 生 児 の 受 入 体 制 の 維 持 向 上 を 図 る た め 、 新 生 児 医 療 の 中

心 と な る 各 三 次 医 療 機 関 の 機 能 強 化 と 効 率 的 な 連 携 に つ い て 、 周

産期医療協議会等で検討・協議を進めます。 

 

（５）ＮＩＣＵ に入室している新生児の療養・療育支援が可能な体制 

◆  Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ を 退 院 す る 障 害 児 等 が 望 ま し い 療 育 ・ 療 養 環 境 へ 円 滑

に 移 行 で き る よ う 、 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー と 療 育 施 設 や 小 児 在

宅医療を担う医療機関との連携を進めます。 

 

 

  



 

- 39 - 

 

第６章 小児科における医師確保計画 

 

 

 

１  計画策定の趣旨 

 小 児 科 に つ い て は 、 産 科 と 同 様 、 政 策 医 療 の 観 点 、 医 師 の 長 時 間 労

働 と な る 傾 向 、 診 療 科 と 診 療 行 為 の 対 応 も 明 ら か に し や す い こ と か

ら 、 暫 定 的 に 小 児 科 の 医 師 偏 在 指 標 を 示 し 、 小 児 科 に お け る 地 域 偏 在

対策に関する検討を行うものです。 

 な お 、 小 児 科 に 係 る 医 師 確 保 計 画 で は 、 厚 生 労 働 省 令 に 示 さ れ た 算

定 方 法 に よ り 算 定 さ れ る 医 師 偏 在 指 標 に 基 づ き 、 相 対 的 医 師 少 数 区 域

を 設 定 し ま す が 、 相 対 的 医 師 少 数 区 域 以 外 の 区 域 に お い て も 医 師 が 不

足 し て い る 可 能 性 が あ る こ と 等 の 理 由 に よ り 、 小 児 科 に つ い て は 、 医

師多数区域は設けないこととされています。 

 

２ 本県における計画の策定内容 

 小 児 科 に つ い て 、 本 県 は 、 相 対 的 医 師 少 数 県 と は な っ て い ま せ ん

が 、 小 児 医 療 の 医 療 提 供 体 制 の 整 備 を 進 め る と と も に 、 小 児 科 医 の 確

保及び育成を図ることとします。 

 

図 6-1 本 県の 小児 医療 の体 制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 節  小 児 科 に お け る 医 師 確 保 計 画 の 基 本 的 方 針  



 

- 40 - 

 

３ 医療圏の設定等 

小児医療圏について、本県の場合は、本計画の二次医療圏と同様と

なります。 

 

４ 秋田県の現状 

（１）年少人口の推移 

本県の年少人口（15 歳未満）は、一貫して減少傾向にあり、出生

数は平成 20 年から平成 29 年までの 10 年間で 31,547 人（23.9％）

減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：秋田県年齢別人口流動調査 

 

（２）小児科医師数の推移 

全県の医師数が増加傾向にある中、県内の小児科医師数は、平成 8

年の 125 名から微減し、平成 28 年は 123 名となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査 
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１  小児科医師偏在指標の設計 

 厚生労働省では、以下に示す考え方に基づき、小児科医師偏在指標

を算定しています。 

 

 

 

 

 

 

＜考え方・留意点＞ 

○医療需要については、15 歳未満の人口を年少人口と定義し、医療

圏ごとの小児の人口構成の違いを踏まえ、性・年齢別受療率を用

いて、平 成３ ０年 １ 月１ 日住 民基 本台 帳 にお ける 年少人口を調整した

ものを用います。 

○標準化小児科医師数については、「 平成 ２８ 年医師・歯科医師・薬

剤師調査」における・「小児科医師数」を基に、医師全体の性・年

齢階級別労働時間を用いて調整しています。 

 

 

２  相対的医師少数区域の設定 

小児科医師偏在指標の下位 33.3％に属する医療圏を、相対的医師

少数都道府県及び相対的医師少数区域と定義します。 

なお、相対的医師少数都道府県及び相対的医師少数区域について

は、画一的に医師の確保を図るべき医療圏と考えるのでなく、当該

医療圏内において小児科医師が少ないことを踏まえ、小児医療の提

供体制の整備について、特に配慮が必要な医療圏として考えること

とされています。 

  

 

【算定式】 

小児科医師偏在指標 ＝ 
標準化小児科医師数 

地域の年少人口（１０万人） × 地域の標準化受療率比 

第 ２ 節  小 児 科 医 師 偏 在 指 標 等  
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３ 本県における小児科医師偏在指標等 

本県に関する小児科医師偏在指標、及び産科医師偏在指標算定に

係る諸数値等は表 6-1 のとおりであり、相対的医師少数区域及び相

対的医師少数都道府県に該当する小児医療圏は大館・鹿角小児医療

圏のみとなっています。 

た だ し 、 本 指 標 は 機 械 的 に 算 出 さ れ た も の で あ り 、 本 県 の 県 土 の

面 積 や 移 動 距 離 、 積 雪 寒 冷 地 で あ る 風 土 と 気 候 な ど は 考 慮 さ れ て い

ないことに留意する必要があります。 

 

 

表 6-1 小児科医師偏在指標及び指標算定に係る諸数値等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

医療圏名
小児科医師
偏在指標

相対的医師
少数区域へ

の該当

標準化
小児科
医師数

小児科
医師数

年少人口
標準化受
療率比

（人） （人） （10万人）

全国（参考） 106.2 16,937 16,937 159.5 1.0 

秋田県 119.9 121 123 1.03 0.98 

 大館・鹿角 82.4 該 当 9 10 0.11 1.02 

 北秋田 100.4 2 2 0.03 0.72 

 能代・山本 99.9 7 7 0.07 0.98 

 秋田周辺 138.6 73 74 0.43 1.22 

 由利本荘・にかほ 106.9 10 10 0.11 0.87 

 大仙・仙北 89.2 8 8 0.13 0.69 

 横手 96.7 9 8 0.09 0.94 

 湯沢・雄勝 106.6 4 4 0.06 0.64 

順位

（位）

11／47

222／311

133／311

136／311

27／311

108／311

191／311

164／311

112／311
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１  医師確保の方針 

小 児 科 に 係 る 医 師 確 保 計 画 で は 、 全 て の 都 道 府 県 及 び 小 児 医 療 圏

で医師確保の方針を定めることとされています。 

本 県 に お け る 小 児 医 療 圏 共 通 の 医 師 確 保 の 方 針 は 次 の と お り と し

ます。 

 

地域の小児医療が確保される体制を構築するため、医療の連携の

構 築 等 を 推 進 す る と と も に 、 小 児 医 療 に 従 事 す る 医 師 の 確 保 及 び

育成に努めます。 

 

２ 偏在対策基準医師数 

 小 児 科 に お い て も 、 当 該 医 療 圏 の 計 画 終 了 時 点 の 医 師 偏 在 指 標 が

計 画 開 始 時 点 の 下 位 33.3％ に 相 当 す る 医 師 偏 在 指 標 に 達 す る こ と と

な る 医 師 数 が 偏 在 対 策 基 準 医 師 数 と し て 設 定 さ れ て い ま す 。（ 下 表 の

とおり） 

一 方 で 、 県 が 独 自 に 県 内 各 病 院 を 対 象 と し て 調 査 し て い る 「 医 師

の 充 足 状 況 調 査 」 に よ る と 、 小 児 科 医 に つ い て 不 足 し て い る と の 回

答は、12 病院で 13 人となっています。（令和元年 10 月現在） 

国 が 設 定 し た 偏 在 対 策 基 準 医 師 数 は 、 機 械 的 に 算 出 さ れ る 数 字 で

あ り 、 確 保 す べ き 医 師 数 で は な い こ と か ら 、 本 県 で は 、 医 師 確 保 の

方針に基づき、更なる小児科医の確保に努めることとします。 

 

表 6-2 産科における偏在対策基準医師数                （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

３  具体的な施策 

（１）小児科医の確保、育成及び勤務環境の改善 

 医 師 確 保 計 画 に 挙 げ た ① 若 手 医 師 の 地 域 循 環 型 キ ャ リ ア ア ッ プ シ

ス テ ム の 充 実 、 ② 医 師 の 労 働 環 境 等 改 善 、 ③ 将 来 の 医 療 を 支 え る 裾

野 の 拡 大 ・ 強 化 、 ④ 県 外 か ら の 医 師 確 保 を 通 じ て 、 小 児 科 医 の 確

保、育成及び勤務環境の改善を進めます。 

小児科については、特に、以下に挙げる事業等を推進します。 

 

第 ３ 節  医 師 確 保 の 方 針 及 び 施 策  

秋田県
大館・
鹿角

北秋田
能代・
山本

秋田周辺
由利本荘
・にかほ

大仙・
仙北

横手
湯沢・
雄勝

小児科医師数 123 10 2 7 74 10 8 8 4 

偏在対策基準
医師数

82.9 8.2 1.5 4.3 37.8 6.9 6.7 6.5 2.6
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◆  地 域 枠 の 医 学 生 や 、 県 内 の 臨 床 研 修 医 に 対 し て 、 積 極 的 な 情 報

提 供 や 関 係 構 築 を 図 る こ と で 、 診 療 科 選 択 へ の 動 機 付 け を 実 施 し

ます。 

◆  小 児 科 医 は 、 地 域 に お け る 医 療 ・ 保 健 ・ 福 祉 等 と の 関 わ り が 強

い こ と か ら 、 地 域 住 民 や 子 ど も と 交 流 す る 機 会 づ く り を 推 進 し ま

す。 

◆  二 次 医 療 機 関 と 三 次 医 療 機 関 の 連 携 強 化 を 図 る と と も に 、 遠 隔

診療等のＩＣＴ等の技術を活用した業務改善を支援します。 

 

（２）小児患者に対し、その症状に応じた対応が可能な体制の構築 

◆  地 域 で 小 児 医 療 に 従 事 す る 開 業 医 等 の 、 夜 間 休 日 の 初 期 小 児 救

急 医 療 へ の 参 画 体 制 を 支 援 し 、 小 児 救 急 医 療 体 制 の 充 実 を 図 り ま

す。 

 

（３）地域の小児医療が確保される体制の構築 

◆  周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー と 高 度 小 児 専 門 医 療 に つ い て 、 既 存 の

医療圏を越えた広域的な連携体制の強化を図ります。 

◆  ド ク タ ー ヘ リ の 活 用 を 含 め た 、 救 急 搬 送 に お け る 消 防 機 関 と 医

療機関との連携の一層の充実を図ります。 

 

（４）療養・療育支援が可能な体制の構築 

◆  障 害 児 等 療 育 支 援 事 業 に よ り 、 身 近 な 地 域 で 療 育 相 談 ・ 指 導 が

受けられる体制を整備します。 

◆  県 の 療 育 拠 点 施 設 で あ る 秋 田 県 立 医 療 療 育 セ ン タ ー や 、 県 北 ・

県 南 地 区 に 設 置 し た 障 害 児 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 、 障 害 児 歯 科 を 行

う医療拠点施設の運営を支援します。 

◆  小 児 患 者 に 対 す る 訪 問 診 療 、 訪 問 看 護 へ の 対 応 や 、 在 宅 障 害 児

の 短 期 入 所 等 （ 保 護 者 等 の レ ス パ イ ト ） に お け る 医 療 的 ケ ア の 対

応 を 進 め る と と も に 、 地 域 に お け る 医 療 ・ 保 健 ・ 福 祉 等 の 連 携 体

制の構築を図ります。 
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第７章 計画の効果の測定と評価 

 

 

 医 師 確 保 計 画 策 定 後 の 計 画 の 推 進 に よ る 効 果 の 測 定 は 、 医 師 偏 在 指 標

の 改 善 の 進 捗 状 況 及 び 目 標 医 師 数 の 達 成 状 況 を 基 本 と し ま す が 、 い ず れ

も 国 調 査 の 集 計 結 果 が 公 表 さ れ る ま で 一 定 の 期 間 を 要 す る こ と か ら 、 各

年 度 ご と の 施 策 に よ る 医 師 の 配 置 実 績 や 、 県 外 か ら の 医 師 確 保 状 況 等 を

踏まえて、本計画の推進状況を評価します。 

 

 

 

 

 

 

 医 療 計 画 と 同 様 に 、 Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル を 効 果 的 に 機 能 さ せ な が ら 、 計

画 の 進 捗 状 況 に つ い て 、 地 域 医 療 対 策 協 議 会 等 に 報 告 す る ほ か 、 ホ ー ム

ページなどを通じて広く県民等に周知を図ります。 

 

 

 

第 １ 節  計 画 の 効 果 の 測 定  

第 ２ 節  評 価  


